
方針１　明日を拓く人材を育成する教育基盤の推進

１　新たな時代に対応する取組の推進

　①Society5.0に対応する教育の充実

　②学びの連続性を意識した教育の推進

　③地域とともにある学校づくり

２　誰一人取り残さない社会を目指した教育の充実

　①ＳＤＧｓ達成に向けた取組の推進

　②特別支援教育の充実

　③外国人等の児童生徒への支援

　④学びのセーフティネットの充実

３　安全・安心で充実した教育環境の提供

　①安全・安心な学校施設整備の充実

　②より良い教育環境の維持・整備

方針２　学びを楽しみ、輝く子どもの姿を実現する学校教育

１　豊かな心の育成

　①個性を尊重する人間関係づくり

　②人権感覚の醸成と道徳的実践力の育成

２　確かな学力の向上

　①主体的に学びに向かう力の育成

　②習得、活用、探究による学びの深化

３　健やかな体づくり

　①生活習慣を整えられる子どもの育成

　②スポーツを楽しむ子どもの育成

　③自ら命と体を守るための安全教育の充実
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１　計画の施策体系（施策の方針－施策の柱－各施策）

第１章　計画の基本施策



４　頼もしい教職員の育成

　①教職員の資質・能力の向上

　②学び続ける機会の充実

　③効果的な教育活動のための働き方改革の推進

５　未来を切り拓く生徒を育成する市立高校

　①探究する精神と姿勢を育む教育活動の推進

　②生徒の夢実現への支援と充実

　③地域ネットワークを活用した教育活動及び学校運営の推進

方針３　生涯にわたって学び続ける「ふじの人」の育成

１　人生100年時代を豊かに生きる学びの推進

　①生涯を通した学びの場の充実

　②地域ぐるみの社会教育の推進

　③新たな時代を生き抜く次世代の育成

２　市民の学びの場である図書館の充実

　①生涯にわたる読書習慣の推進

　②本・人・地域をつなぐ人材育成

３　こころ豊かな市民文化の創造

　①芸術文化の振興

　②文化財の保存と活用

　③学びの場である博物館の充実

４　生涯スポーツの推進

　①する・みるスポーツの推進

　②スポーツをささえる人材や団体の充実
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１ 新たな時代に対応する取組の推進

■現状と課題

○情報化社会の急激な進展に伴い、児童生徒に対する情報教育の重要性が増加しています。

○予測困難で変化の激しい時代に対応するため、ＧＩＧＡスクール構想※５の実現に向け

た取組が求められています。

○小一プロブレム※６、中一ギャップ※７等の成長に伴う課題が鮮明になり、幼児教育を含

め、学びの連続性を意識した教育の推進が急務となっています。

○子どもたちの活動が、よりよい社会づくりにつながることを価値づけるために、地域と

一体となって子どもたちを育む「地域とともにある学校づくり」が、今まで以上に重要

となっています。

■今後の方向性

●教育環境が大きく変化する中、新たな時代に対応すべき施策を、スピード感を持って実

施します。

●国の提唱するSociety5.0に対応するため、ＧＩＧＡスクール構想の実現やＩＣＴ機器※８

が利用できる教育環境の充実を図ります。

●全小中学校において小中一貫教育※９を推進するとともに、幼児教育からの学びのつな

がりを意識した園小中連携※10の施策を進めることで、子どもの成長を連続的系統的に

支えます。

●学校運営協議会※11等を生かした学校運営を推進するとともに、保護者や地域とともに

ある学校づくりを進めます。

方針１　明日を拓く人材を育成する教育基盤の推進
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２　施策について

※５　ＧＩＧＡスクール構想…児童生徒１人１台端末、及び高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、公正に個別最適化された

学びを全国の学校現場で持続的に実現させるための構想。

※６　小一プロブレム…小学校１年生の児童が学校生活に適応できないために起こす問題行動。また、こうした不適応状態が継続し、ク

ラス全体の授業が成立しない状況に陥っていることを指す場合もある。小学校入学直後、遊びから学びに生活の中心が変わり、幼児教

育から小学校教育へ指導が一変する段差を乗り越えられないために起こる問題とされる。

※７　中一ギャップ…中学校へ進学する年代の頃に、思春期を迎えることも相まって、新しい環境になじめず、学校の授業についていけ

なくなったり、不登校やいじめなどが起きたりする現れの総称。

※８　ＩＣＴ機器…Information and Communication Technology（情報通信技術）の略。インターネットやネットワーク網で得た情報を

編集したり、大勢の人へ提示したりするためのコンピュータや大型提示装置。タブレットやプロジェクター等も含まれる。
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本計画の見方

本計画は、３つの方針を定めています。

３つの方針を実現するため、施策の

柱を定めています。

　方針１は３つの柱

　方針２は５つの柱

　方針３は４つの柱

現状と課題から検討した、これからの

５年間の方向性を示しています。

現状と課題に対応しています。

文中にある※注釈についての説明です。

現在の富士市における、現状と課題について記載しました。
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■施策

① Society5.0に対応する教育の充実

ＧＩＧＡスクール構想を核として、ＩＣＴ機器の整備と教育活動への活用を進めます。

児童生徒が様々な場面でＩＣＴ機器を活用し、より一層学びの質が高まるよう、また、教

職員が機器を活用し効果的な教育活動ができるよう、活用に向けた情報提供や研修を進め

ます。 

◎多様なニーズに対応した情報教育研修会の充実

（必須研修・要請訪問・アフター５研修等）

指標
現状値

【令和元年度】

目標値

【令和８年度】

教員のＩＣＴ活用指導力の状況において、

「できる」「ややできる」と回答した教員の

割合

72.5％ 100％

算出方法：「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」

《その他の取組》

ＩＣＴ支援員※12による授業支援、民

間企業との連携による教員研修の実

施、実践事例等の共有

－ 21 －

※９　小中一貫教育…小・中学校同士で情報交換や交流を行うことを通じて、小学校教育から中学校教育への円滑な接続を目指す小中連

携教育のうち、小・中学校で目指す子ども像を共有し、９年間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育を行う教育。本市では、児童

生徒の確かな学力の保障や発達の早期化への対応、中一ギャップ等、今日の児童生徒を取り巻く諸課題を解決する重要な手法であると

位置付けている。

※10　園小中連携…幼稚園・保育園・認定こども園等の就学前教育・保育機関と、小学校、中学校による、子どもの中学校卒業までを一

区切りとし、子どもの一貫した教育を進めるための連携。０歳から15歳まで、幼保こ園小中の期間、一貫した教育の連携を目指す。

※11　学校運営協議会…教育委員会が個別に指定する学校ごとに、当該学校の運営に関して協議するために置かれる附属機関。（地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第47条の５）学校と保護者や地域住民が委員となり、一定の権限と責任を持ってともに知恵を出し

合い、学校運営に意見を反映させ、協働しつつ子どもたちの豊かな成長を支え、「地域とともにある学校づくり｣を進める。学校運営協

議会制度を導入した学校を「コミュニティ・スクール」と呼ぶ。

※12　ＩＣＴ支援員…小学校や中学校の授業で、先生に協力して、インターネットによる調べ学習の手伝いをしたり、授業でパソコンの

操作に困っている子どもたちを支援したりする支援員。パソコン室の管理や運営を行ったり、先生のパソコン操作を助けたりもする。

タブレット端末を利用した授業

② 学びの連続性を意識した教育の推進 

幼児教育から小中学校教育において、学びの連続性を意識した教育を推進するととも

に、特に全中学校区において、各学校区の特色にあった小中一貫教育を推進します。

◎教職員同士の協働による、連続性や系統性のある学習支援や生徒支援の充実

指標
現状値

【令和元年度】

目標値

【令和８年度】

小中を一貫した教育活動が、子どものよりよ

い学びと生活につながっていると感じる連携

推進員※13の割合

― 100％

算出方法：連携推進員へのアンケート調査

《その他の取組》

子どもの交流活動の実施、小中合同行事の実施、地域の特色を生かした教育活動の実

施、連携推進員研修会の充実、富士川第二小学校・富士川第二中学校における施設一体型

小中一貫教育の実施及び研究、園小連携によるアプローチカリキュラム※14・スタートカ

リキュラム※15実施の推進
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それぞれの柱につながる施策の内容を示してあります。

施策における取組です。

◎は指標に関する取組の名称・内容です。

施策における指標です。

新型コロナウイルス感染症拡大前の令和元年度を現状

値とし、令和８年度の目標値を定めてあります。あく

までも、施策を表す取組の一つからなる指標です。

施策における取組です。

指標とする取組ではありませんが、各施策の具体的事業です。


